
初期値 目標値

22年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 毎年度

11 - - 11 7 集計中 現状維持又は増加

- - - - -

初期値 目標値

23年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 28年度

91%（80自治体） 51自治体 60自治体 61自治体 80自治体 集計中 100%（88自治体）

- - - - -

施策目標の評価 「おおむね順調である」

167-①　大都市圏の整備推進
に関する指標（①都市環境イン
フラ整備の広域的な取り組みへ
参加した延べ自治体数（首都
圏））

実績値

施策目標個票
（国土交通省24－㊲）

施策目標 総合的な国土形成を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

国土形成計画等の策定・推進により多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、暮らし
やすい国土の形成を図ることで、質の高い国土づくりを進める。

施策目標の評価、達成
状況及び今後の方向性

施策目標の達成状況
及び今後の方向性

国土形成計画の着実な推進については進捗状況が低調であるものの、大都市圏の
整備推進については各業績指標とも順調に推移しており、全体として施策目標に対
しておおむね順調に進捗しているといえる。引き続き、国土形成計画の着実な推進
や国土に関する的確な情報の整備推進等を図ることにより、質の高い国土づくりを
進める。

166　国土形成計画の着実な推
進（対21年度比で進捗が見られ
る代表指標の項目数）

実績値
評価

B-1
年度ごとの目標値

業績指標

評価

A-2
年度ごとの目標値

初期値 目標値

20年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 27年度

0%（36,543kg/日） 0%（36,543kg/日） - 62%（33,075kg/日） - - 58%（33,278kg/日）

- - - - -

初期値 目標

18年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 毎年度

33万件 81万件 50万件 52万件 82万件 94万件 現状維持又は増加

- - - - -

22年度 23年度 24年度 25年度

2,035,483 1,622,659 1,496,284 1,844,047

171,864 70,918 762,349 -

9,146 792,263 543,269 -

2,216,492 2,485,840 2,801,903 1,844,047

1,413,599 1,920,281

792,263 543,269

10,630 22,289

年度ごとの目標値

関18　国民への国土に関する
情報提供充実度（国土数値情
報等のダウンロード件数）

実績値
評価

-
年度ごとの目標値

167-②　大都市圏の整備推進
に関する指標（②琵琶湖への
流入負荷量（化学的酸素要求
量））

実績値
評価

A-2

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 26年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

不用額（百万円）

関連指標

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成25年6月14日）

翌年度繰越額（百万円）

担当部局名 国土政策局 作成責任者名
総務課

（課長　木下　茂）
政策評価実施時期 平成25年8月
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国土形成計画の着実な推進

（対２１年度比で進捗が見られる代表指標の項目数）

 
業績指標１６６ 

 国土形成計画の着実な推進（対２１年度比で進捗が見られる代表指標の項目数） 

 

 

（指標の定義） 

国土形成計画（全国計画）（平成２０年７月４日閣議決定）第１部で提示されている「新しい国土像」の実現の

ための５つの戦略的目標の進捗を代表的に示すと考えられる１５項目の代表指標のうち、同計画の本格的運用が始

まった年度である対２１年度比で進捗が見られる代表指標の項目数 

（目標設定の考え方・根拠） 

国土形成計画（全国計画）では、「多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、

暮らしやすい国土の形成を図ること」という「新しい国土像」の実現を同計画の基本的な方針として掲げているが、

その実現のために「東アジアとの円滑な交流・連携」「持続可能な地域の形成」「災害に強いしなやかな国土の形成」

「美しい国土の管理と継承」「「新たな公」を基軸とする地域づくり」という５つの戦略的目標を定めている。「新

しい国土像」の実現に向けた計画の進捗状況は、これらの戦略的目標毎に設定した代表指標の改善状況で示されて

いると考えられることから、同計画の本格的運用が始まった年度である対２１年度比で進捗が見られる代表指標の

項目数が、平成２２年度の実績値（初期値）と比べ現状維持又は増加することを目標とするものである。 

（外部要因） 

経済情勢、社会状況の変化 

（他の関係主体） 

  関係省庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

国土形成計画（全国計画）（平成２０年７月４日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値（分子：進捗が見られる又はほぼ横ばいの代表指標の項目数/分母：全体の項目数） （年度）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

─ （９/１２※） １１／１５ ７/１５ 集計中 
※平成２１年度と平成２０年度の代表指標を比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ－１ 

 

目標値：現状維持又は増加（毎年度） 

実績値：７（平成２３年度） 

初期値：１１（平成２２年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

平成２０年７月に閣議決定された国土形成計画に基づく取組を推進しているところ。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

本年は、代表指標（１５項目）について、平成２４年度に得られた平成２３年度までの統計データを基に、国

土形成計画（全国計画）の本格運用が始まった平成２１年度の実績値と平成２３年度の実績値を比較。 

代表指標のうち半数以上の８項目で進展していると見られず、同指標全体としては進捗状況が低調。 

（事務事業の実施状況） 

戦略的目標１ 「東アジアとの円滑な交流・連携」 

①東アジア内での貿易総額に占める（各広域ブロックの）割合 

・進展していると見られない（平成２１年度の１５．２％から平成２３年度は１４．８％に減少） 

②外国籍入国者に占める東アジア国籍入国者の割合 

・進展していると見られる（平成２１年度の７１．４％から平成２３年度は７５．９％に増加） 

③「東アジア１日圏」人口割合 

・進展していると見られる（平成２１年度の９１．７％から平成２３年度は９３．８％に増加） 

戦略的目標２ 「持続可能な地域の形成」 

④現在の住生活に対する満足度 

・進展していると見られる（平成２１年度の７７．２％から平成２３年度は７９．７％に増加） 

⑤地域資源活用事業数 

・進展していると見られる（平成２１年度の６．３件／百万人から平成２３年度は７．７件／百万人に増加）

⑥農林水産物の輸出額 

・進展していると見られない（平成２１年度の４４５億円から平成２３年度は２６５億円に減少） 

⑦ブロック内地域間時間距離 

・進展していると見られる（平成２１年度の１．４９時間から平成２３年度は１．４６時間に短縮） 

戦略的目標３ 「災害に強いしなやかな国土の形成」 

⑧自主防災組織活動カバー率 

・進展していると見られる（平成２１年度の７３．５％から平成２３年度は７５．６％に増加） 

⑨災害被害額 

・進展していると見られない（平成２１年度の１,９３１円／人から平成２３年度は５０,１２５円／人に増加）

戦略的目標４ 「美しい国土の管理と継承」 

⑩環境効率性 

・進展していると見られない（平成２１年度の２,３３０㎏-CO2／百万円から平成２３年度は２,４３７㎏-CO2
／百万円に増加） 

⑪公共用水域における環境基準達成率 

・進展していると見られる（平成２１年度の８７．１％から平成２３年度の８７．７％に増加） 

⑫沿岸域毎の水質基準達成率 

・進展していると見られない（平成２１年度の７６．３％から平成２３年度の７５．６％に減少） 

⑬「国土の国民的経営」に向けた取組の参加率 

・進展していると見られない（平成２１年度の３９．２％から平成２３年度は３７．１％に減少） 

戦略的目標５ 「「新たな公」を基軸とする地域づくり」 

⑭「新たな公」による地域づくり活動進展度 

・進展していると見られない（平成２１年度の６１．５％から平成２２年度は５５．７％に減少） 

⑮「新たな公」による地域づくり活動参加率 

・進展していると見られない（平成２１年度の３３．９％から平成２３年度の３３．４％に減少） 

 
（参考）各代表指標の定義・出典 
【代表指標】①東アジア内での貿易総額に占める(各広域ブロックの)割合 

［定義］東アジア諸国の対東アジア貿易総額（各国の輸出入総額）に占める各広域ブロックの対東アジア貿易額（輸出入
額）の割合（日本の対東アジア貿易額(輸出入額)を広域ブロック毎に積算）（単位：％）（※東アジア：日本、中
国、韓国、台湾、ＡＳＥＡＮ10、ロシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド）（※ＩＭＦ「Direction of Trade」
には台湾のデータは含まれない） 

［出典］東アジア域内：ＩＭＦ「Direction of Trade」、国内（広域ブロック別）：財務省「貿易統計」 
【代表指標】②外国籍入国者に占める東アジア国籍入国者の割合 

［定義］わが国への外国籍入国者のうち、東アジア国籍の入国者が占める割合（単位：％）（※広域ブロック毎の値は、
入国審査の際に使用した空港、海港の所在地で分類）（※東アジア：中国、韓国、台湾、ＡＳＥＡＮ10、ロシア、
インド、オーストラリア、ニュージーランド）（※法務省「出入国管理統計」からシンガポール、マレーシア、ブ
ルネイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアのデータは収集できない） 

［出典］法務省「出入国管理統計」 
【代表指標】③「東アジア１日圏」人口割合 

［定義］東アジアのいずれかの主要都市へ出発した当日に到着して、一定の用務を行うことが可能な日本の地域（市区町
村単位）に居住する人口割合（単位：％）（※上記が毎日可能な範囲（＝航空路が毎日就航）） 

［出典］航空ダイヤ：ＪＴＢ時刻表、都市圏域：国土交通省「総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）」、人口：総務省「国
勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 

【代表指標】④現在の住生活に対する満足度 
［定義］現在の住生活に対して満足している（「満足している」＋「まあ満足している」）人の割合（単位：％）（※広

域ブロックの境界が異なるため、内閣府で定義している分類を使用） 
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［出典］内閣府「国民生活に関する世論調査」
【代表指標】⑤地域資源活用事業数 

［定義］地域資源を活用した企業の事業計画数（ブロック内人口当たり）（※地域資源：「中小企業による地域産業資源
を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき各都道府県が定めた以下の資源のいずれかを示す。①地域の特
産物として相当程度認識されている「農林水産物」又は「鉱工業品」、②地域の特産物として相当程度認識されて
いる「鉱工業品」の生産に係る技術、③地域の「観光資源」として相当程度認識されている文化財、自然の風景地、
温泉等）（単位：件数／百万人） 

［出典］中小企業庁ホームページ「地域資源活用チャンネル」 
【代表指標】⑥農林水産物の輸出額 

［定義］各広域ブロックからの農林水産物の輸出額（単位：億円）（※広域ブロック毎の値は、輸出時の税関の所在地で
分類） 

［出典］財務省「貿易統計」（※農林水産物の品目：農林水産省「農林水産物の輸入・輸出に関する統計」による分類を
参考に集計） 

【代表指標】⑦ブロック内地域間時間距離 
［定義］各広域ブロック内の各市区町村から広域ブロック中心都市への移動に要する時間距離に発地市区町村の人口の重

み付けをした値（単位：時間） 
［出典］都市圏域：国土交通省「総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）」、人口：総務省「国勢調査」、国立社会保障・

人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 
【代表指標】⑧自主防災組織活動カバー率 

［定義］自主防災組織がカバーする世帯の割合（分母：当該広域ブロック内総世帯数、分子：自主防災組織がカバーする
世帯数）（単位：％） 

［出典］総務省消防庁「消防白書」 
【代表指標】⑨災害被害額 

［定義］広域ブロック内人口一人当たりの災害被害額の実績（単位：円／人）（※災害：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、
津波、火山噴火、その他異常な自然現象） 

［出典］災害被害額：総務省消防庁「消防白書」、人口：総務省「国勢調査」及び総務省「推計人口」（国勢調査の中間
年） 

【代表指標】⑩環境効率性 
［定義］わが国のＣＯ２排出量／実質国内総生産（単位：ｋｇ－ＣＯ２／百万円） 
［出典］ＣＯ２排出量：独立行政法人国立環境研究所ホームページ、国内総生産：内閣府「国民経済計算」 

【代表指標】⑪公共用水域における環境基準達成率 
［定義］全国の類型指定水域（河川、湖沼、海域）におけるＢＯＤ（河川）またはＣＯＤ（湖沼、海域）の測定結果のう

ち、環境基準を達成している水域の割合（分母：測定結果が公表されている全水域、分子：環境基準を達成してい
る水域）（単位：％） 

［出典］環境省「公共用水域の水質測定」 
【代表指標】⑫沿岸域毎の水質基準達成率 

［定義］都道府県別の海域別の環境基準（ＣＯＤ）達成水域の割合（単位：％） 
［出典］環境省「公共用水域の水質測定」 

【代表指標】⑬「国土の国民的経営」に向けた取組の参加率 
［定義］一般国民を対象としたアンケート調査において、市民参加型の森林や農地等の管理・保全活動、地域自然資源の

積極的な利活用、都市内低未利用地の有効活用などを行っていると回答した一般国民の割合（分母：一般国民を対
象としたアンケート調査の回答者数、分子：いずれかに参加していると答えた回答者数）（単位：％） 

［出典］独自調査 
【代表指標】⑭「新たな公」による地域づくり活動進展度 

［定義］地方自治体を対象としたアンケート調査において、「地域コミュニティ、ＮＰＯ、企業などの多様な民間主体の
主体的な地域づくりへの参加が進んでいる」と回答した地方自治体の割合（分母：地方自治体を対象としたアンケ
ート調査の回答地方自治体数、分子：進んでいる（「かなり進んでいる」＋「少し進んでいる」）と回答した地方
自治体数）（単位：％） 

［出典］独自調査 
【代表指標】⑮「新たな公」による地域づくり活動参加率 

［定義］一般国民を対象としたアンケート調査において、「『新たな公』による活動に参加している」と回答した一般国
民の割合（分母：一般国民を対象としたアンケート調査の回答者数、分子：いずれかに参加していると答えた回答
者数）（単位：％） 

［出典］独自調査 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

東日本大震災や世界経済の減速等の影響から、戦略的目標毎に設定した代表指標のうち、進展が見られる又はほぼ

横ばいのものが、平成２２年度の１１指標から平成２３年度は７指標と、大きく指標数が減少している。 

なお、国土形成計画（全国計画）については、平成２４年度に政策レビューを取りまとめており、計画の戦略的目

標実現に向けて進展している分野が多く見られるものの、一部に進展が不十分な分野が見られると評価されたとこ

ろ。 

平成２５年度から、政策評価結果等も踏まえ、計画の後半期間において重点的に推進すべき分野の実現に向けた検

討を実施するとともに、計画の進捗状況と社会経済情勢の変化等を踏まえた国土形成計画の総点検を実施する。 

以上から「Ｂ－１」と評価した。 

 

平成２５年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２５年度） 

平成２５年度から、政策評価結果等も踏まえ、計画の後半期間において重点的に推進すべき分野の実現に向けた検討

を実施するとともに、計画の進捗状況と社会経済情勢の変化等を踏まえた国土形成計画の総点検を実施する。 

（平成２６年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局総合計画課（課長 長谷川 周夫）  
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業績指標１６７ 

 大都市圏の整備推進に関する指標（①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏）、

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量）） 

 

 

（指標の定義） 

大都市圏における主要な広域的・分野横断的課題である環境、防災、活力に関する指標を設定するとともに、近

畿圏の水がめである琵琶湖の整備に関する指標を設定し、それらを総合的に評価することにより、大都市圏の整備

推進の進捗を把握する。 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

首都圏既成市街地及び近郊整備地帯において、都市環境インフラの整備に関連する広域的な取組みに参加した延

べ自治体数。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）: kg/日。 

（目標設定の考え方・根拠） 

①� 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

広域的な取組みを着実に拡大していく観点から当初検討を開始した平成１８年度に参画していた延べ自治体数の

２倍の自治体数を設定している。（２倍となる８８自治体を１００％としている） 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

琵琶湖の総合的な保全のための計画の第２期計画（平成２３年～３２年）において平成２０年度から各種施策に

よる負荷削減見込量から設定している目標値（平成３２年に３０，９４６kg/日を達成）を１００％として、２７

年度までの目標を形式的に按分した。 

（外部要因） 

①②該当なし 

（他の関係主体） 

①該当なし 

②厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、環境省、滋賀県 

（重要政策） 

 【施政方針】 

①②該当なし 

 【閣議決定】 

①②該当なし 

 【閣決（重点）】 

①②該当なし 

 【その他】 

①②該当なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

()内は単位 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

① (自治体) 

 

② (kg/日) 

 

４４ 

 

- 

４８ 

 

- 

５１ 

 

36,543 

（０％） 

６０ 

 

- 

６１ 

 

33,075 

（６２％） 

８０ 

（９１％） 

- 

集計中 

 

- 
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0

 

評 価 

 

 

① Ａ－２ 

 

 

 

② Ａ－２ 

 

 

 

目標値：１００％（８８自治体）（平成２８年度） 

実績値：  ９１％（８０自治体）（平成２３年度） 

初期値：  ９１％（８０自治体）（平成２３年度） 

 

目標値： ５８％（３３，２７８ kg/日）（平成２７年度） 

実績値： ６２％（３３，０７５ kg/日）（平成２２年度） 

初期値：   ０％（３６，５４３ kg/日）（平成２０年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

①� 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

・緑地の重要な要素である良好な景観、防災機能等多面的な機能が今後さらに発揮されるよう、大都市圏全体でま

とまりのある自然環境の保全を図る。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

・琵琶湖の水質改善、水源かん養機能の確保、自然環境保全に関する事業を連携し推進することにより、琵琶湖の

総合的な保全を図る。 

予算額：０．２億円（平成２４年度） 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

現在集計中であるが、各自治体による都市環境インフラ整備の広域的な取組みは進んでおり、順調に伸びてい

るものと推測される。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

既に目標値に到達しているが、今後も流入負荷量を削減するための施策を推進していく。 

（事務事業の実施状況） 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

大都市圏における都市環境インフラの整備のための広域的・分野横断的な対策（ヒートアイランド対策等）につ

いて、有効な施策を取りまとめた施策カタログをインターネット上で公開するなど、自治体等における取組みを促

進させるよう啓発に努めている。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

琵琶湖の総合的な保全のための計画の第２期計画に基づき、琵琶湖総合保全連絡調整会議を開催し、琵琶湖総合

保全事業について情報共有を行い、琵琶湖の総合的な保全を円滑に推進するための連絡調整を行っている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①� 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

業績指標である自治体数は、目標達成に向けて順調に推移しているものと推測される。首都圏において緑地を保

全・再生・創出することは、ヒートアイランド現象等の都市問題を解決するために必要であり、引き続きその推進

に向けて施策を進める必要がある。 

以上から「Ａ－２」と評価した。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

業績指標である流入負荷量は平成２２年度に目標値を達成しているものの、今後、化学的酸素要求量が増加する

可能性もあり、今後の進捗を踏まえて判断する必要があることから、Ａ－２と評価した。琵琶湖の流入負荷量を削

減し、水質を改善することは、琵琶湖の環境をより良好な状態に回復させるとともに、近畿約１，４５０万人の生

活や産業活動を支える貴重な水資源を保全するために必要であることから、琵琶湖の総合的な保全のための計画の

第２期計画に沿って更なる負荷削減を目標とし、取組みを進めていく。 

 

 

平成２５年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２５年度） 

なし 

（平成２６年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局都市政策課大都市戦略企画室（室長 大塚 弘美）   
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関連指標関１８ 

 国民への国土に関する情報提供充実度（国土数値情報のダウンロード件数） 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

国土政策局は、以下のインターネットサイトにおいて国土に関するデジタルデータを無償で公開している。その一

か年度のダウンロード件数である。 

「国土数値情報ダウンロードサービス」 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 

国土計画・地域計画の策定等に活用することを目的にした、国土に関する様々なデータ。平成１８年度以降提供し

ている地理情報標準（ＪＰＧＩＳ）に準拠するように変換したデータを含む。 

※１万件未満の端数は四捨五入する。 

（目標設定の考え方・根拠） 

多様な主体における国土情報の整備・利活用は、国土の利用・整備・保全等国土上に展開される活動のあらゆる面

で効果を発揮するものであることから、国土政策局は国土数値情報等の幅広い普及を目的としてインターネットサイ

トを通じて無償で提供している。 

本業績指標は、その利用度合いの目安として、１年間のデータのダウンロード件数を測定するもの。 

（外部要因） 

自由な二次配布を認めているため、国土政策局運営サイトからのダウンロード件数のみがこれら情報の社会におけ

る普及度を測る絶対的な度合いではない。 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

地理空間情報活用推進基本計画(平成２４年３月２７日閣議決定)「第Ⅱ部１．（１）①に記載あり」 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

２３万件 ３３万件 ３４万件 ８１万件 ５０万件 ５２万件 ８２万件 ９４万件 
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（万件） 国土数値情報のダウンロード件数

 
 

実績値等 

目標値：現状維持又は増加（毎年度） 

実績値：９４万件    （平成２４年度） 

初期値：３３万件    （平成１８年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

国土の利用に関する総合的かつ基本的な政策及び計画の策定及び推進を行うためには、国土に関する各種の情報

を総合的、体系的に収集・整備・分析するとともに、これらの情報や分析成果を国土づくり・地域づくりに関係す

る多様な主体に広く提供し、国土に関する理解や取組を促進することが必要である。 

このため、国土数値情報を整備・更新するとともに、インターネットを通じて一般に無償公開する。また、そのた

めの調査・検討を行う。 

関連する事務事業の概要 

「地理空間情報活用推進基本計画」に基づく地理空間情報の活用の推進（施策目標３８関係) 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

実績は前年度である平成２３年度（８２万件）に比して上回っている。また、前年度との比較のみに依らず、過

去５か年程度のトレンドにより評価する方針としている（平成２０年度には自動巡回プログラム等による実需に基

づかないアクセスが原因と推測される異常値を記録したため）が、この観点からも実績は増加傾向であると判断で

きる。以上より、目標を達成したと判断した。なお、平成２４年度実績値の増加の要因は、土地利用や平年値メッ

シュ、都市地域等の更新及びバスルート、土砂・雪崩災害発生地点等の新規項目の追加によるものである。 

（事務事業の実施状況） 

国土数値情報の整備については、平成２４年度に１０項目の新規整備、既存１４項目の時点追加を行った。これ

により国土数値情報は、累計１３７項目３７５データとなっている。（注：「項目」数は国土数値情報の種類を数え

たものであり、「データ」数は種類のほか時点の異なるものを別個のものとして数えたものである。） 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局国土情報課（課長 橋本 裕治） 
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